
（単位　円）

指 名 業 者 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

予 定 価 格
（消費税及び地方消費税を含まず）

執行
入札（見積）執行調書 令和　元年１１月１９日

午前　９時３０分

工 事 番 号 水修第３０２号

西島町５丁目地内配水管漏水修理工事（その３）
工 事 名

一宮市西島町５丁目地内
工 事 場 所

請負代金額

昭和土建(株)       2,650,000       2,915,000
決定

      2,660,000

工 事 種 別 随 意 契 約 理 由
水道施設工事 　本工事は、老朽管より漏水が確認され道路陥没が発生する恐れがあり至急修理する必要があるため、施工箇所

、現場状況をよく把握しており、早期修理可能である昭和土建株式会社と地方公営企業法施行令第２１条の１４
第１項第５号の規定により、随意契約するものです。


